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「水俣病幕引き・チッソ免責」立法に対する 

研究者・表現者の緊急抗議声明 

 本日、参議院本会議の賛成多数により、自民・公明の与党と民主党が合意した「水俣

病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案」が可決した。 
７月３日に衆議院環境委員長提案として法の案文が関係者に提示されたが、その日の

うちに衆議院の環境委員会を審議なしで通り本会議可決。参議院の環境委員会での不十

分な審議だけで、提案から一週間足らずで、被害者や関係者が異を唱える法律が成立し

てしまうことは強行採決と言うほかなく、国民市民に開かれた議会制民主主義の根幹を

脅かす暴挙であることをまず指摘せねばならない。 

そもそも、水俣病の加害企業が、全被害者の補償を行わないうちに法律によって免責

されるとは、どのような事情を勘案してもあってはならないことで、ｐｐｐ（汚染者負

担原則）に照らして国際信用を損ない、国内的には他の公害薬害事件に対しても悪例と

なる。公害の未然防止や被害補償を原因会社の業務本体から取りはずすことが一般化す

れば、企業活動や製品に由来する環境や生命への脅威は、際限なく広がってしまうであ

ろう。 

水俣病の発見から 50 年以上たっても問題が解決していないことは国際的に恥じるべ

き事であるが、解決と幕引きとは全く違う。当法案が強引な幕引きである理由は、まず、

対象をあくまで申請者に限っていることである。まだまだ手を挙げきれない人たちが多

数いる現実を無視している。患者個々によって症状の重さや種類が異なることも無視し

ている。感覚障害が認められない特徴を持つ胎児性世代が無視されている。そして更に、

誰が検査をし、誰が水俣病被害者と判定するのか明確でない。本当に被害者の全面的補

償救済を今度こそ図るなら、当初の民主党案にあった住民健康調査は不可欠であろう。

未認定患者救済に名を借りた幕引きは決して許されない。 

しかも、この法律で認定と給付を受けるものは公害健康被害補償法の認定申請や水俣

病争訟の権利を閉ざされる。他方、分社化で免責されるとチッソ相手の訴訟そのものが

不可能になる。いずれも訴訟の権利を法が剥奪するもので、違憲立法の疑いもある。こ

れも、この法律を認め難い重要な点として指摘せねばならない。 

水俣病患者への補償は関西訴訟最高裁判決の示す通り国の責務でもある。しかし国の

責任について、前文で「政府としてその責任を認め、おわびしなければならない」と述
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べながら国家による補償法になっていない。そもそも「初めに分社化ありき」であるた

め法の名称や前文と内容が著しく不整合である。しかも十分な審議を経ないままの可決

成立であるため、法の実働までには疑問や課題が山積している。 

 私たちは、多年の研究活動・表現活動を通じて培った水俣病被害者・住民の皆さんと

の知縁をもとに、今後も「水俣病幕引き」「チッソ分社化‐株売却―清算」を許さず、水

俣病被害の一層の解明をめざし続けることをここに声明する。 
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